
甲府市小児慢性特定疾病医療費助成制度におけるオンライン資格確認のための 

医療機関システム改修支援事業費補助金交付要綱 

令和６年１２月１８日 

子第１０号 

（趣旨） 

第１ この要綱は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱（平成 29 年 5 月 30 日

健発 0530 第 12 号厚生労働省健康局長通知）に基づき、小児慢性特定疾病医療費助成制

度におけるマイナンバーカードを用いたオンライン資格確認のために医療機関が行うシ

ステム改修に係る経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その

交付に関しては甲府市補助金等交付規則（昭和 38 年 11 月 12 日規則第 50 号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象） 

第２ この補助金の対象は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 19 条の 9 第 1 項の

規定に基づく指定医療機関の指定を受けた甲府市内に所在地を有する病院、診療所及び

薬局とする。ただし、デジタル庁が実施する「医療機関・薬局でのマイナンバーカードの

利活用推進事業」や、厚生労働省の他の補助事業（「公費負担医療制度関係手続電子化シ

ステム改修事業」、「難病医療費助成制度におけるオンライン資格確認のための医療機関

システム改修等事業」等）により同一の改修 のための補助を受けている医療機関等は対

象外とする。 

（補助基準額、補助対象経費及び補助率） 

第３ この補助金の補助基準額、補助対象経費及び補助率は別表のとおりとする。 

（交付額の算定方法） 

第 4 この補助金の交付額は、別表の１欄に掲げる区分に応じて、２欄に掲げる補助基準額

と３欄に掲げる補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額の少な

い方を選定し、４欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、算出された

額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別に定める日まで

に、次の各号に掲げる関係書類を添えて甲府市小児慢性特定疾病医療費助成制度におけ

るオンライン資格確認のための医療機関システム改修支援事業費補助金交付申請書（第

１号様式）を市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助金所要額調書（別紙様式１） 

⑵ 事業計画（変更）書（別紙様式２） 

⑶ 経費の積算根拠が分かる書類（見積書等）  

⑷ その他、参考となる書類で市長が必要と認めたもの 

２ 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするにあたって、当該補助金に係る消費税及び



地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額

のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として

控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による

地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。）を減

額して交付申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額

が明らかでないものについては、この限りでない。 

（補助金の交付決定） 

第６ 市長は、第５の規定による申請が適当であると認めるときは、補助金の交付決定を行

い、甲府市小児慢性特定疾病医療費助成制度におけるオンライン資格確認のための医療

機関システム改修支援事業費補助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知す

るものとする。 

２ 市長は、補助金の交付決定をする場合において、必要と認めるときは、申請に係る事項

に修正を加え、又は条件を付すことができる。 

３ 市長は、第５第２項ただし書の規定により交付申請がなされたものについては、補助金

に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額することとし、その

旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

（交付の条件） 

第７ 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 補助事業内容の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするときは、甲府市小児慢性

特定疾病医療費助成制度におけるオンライン資格確認のための医療機関システム改修

支援事業費補助金変更承認申請書（第３号様式）に事業計画（変更）書（別紙様式２）

及び補助金所要額変更調書（別紙様式３）を添えて市長に提出しなければならない。 

⑵ 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、甲府市小児慢性特定疾病医療費助成

制度におけるオンライン資格確認のための医療機関システム改修支援事業費補助金中

止（廃止）承認申請書（第４号様式）を提出し、甲府市小児慢性特定疾病医療費助成制

度におけるオンライン資格確認のための医療機関システム改修支援事業費補助金中止

（廃止）承認通知書（第５号様式）による市長の承認を受けなければならない。 

⑶ 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったとき

には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。 

⑷ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけれ

ばならない。 

⑸ この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿を備え、当

該補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠

書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認

を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 



（申請事項の変更） 

第８ 第７第１号に規定する、市長の承認が不要となる軽微な変更とは、次に掲げるいずれ

かの変更をいう。 

⑴ 補助金額の増額を伴わず、かつ、事業内容の著しい変更とならない場合 

⑵ 補助金額の増額を伴わず、補助対象経費（総事業費）を当初申請時の２０％以内で増

額又は減額する場合 

⑶ 事業内容に変更が無く、入札の結果等やむを得ない事由により補助金額を当初申請

時の２０％の範囲内で減額する場合 

（補助金の変更決定） 

第９ 市長は、第７第１号の変更申請が適当と認めるときは、補助金の変更の決定を行い、

甲府市小児慢性特定疾病医療費助成制度におけるオンライン資格確認のための医療機関

システム改修支援事業費補助金変更交付決定通知書（第６号様式）により申請者に通知す

るものとする。 

（着手） 

第１０ 申請者は、原則として交付決定の通知を受けた後でなければ補助対象事業に着手

してはならない。ただし、補助対象事業の効果的な実施を図るため、やむを得ない事由に

より補助金交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめその理由を明記した甲府市

小児慢性特定疾病医療費助成制度におけるオンライン資格確認のための医療機関システ

ム改修支援事業費補助金交付決定前着手届（第７号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

 

（実績報告） 

第１１ 申請者は、補助対象事業が終了したとき、又は補助事業の中止若しくは廃止の承認

を受けたときは、甲府市小児慢性特定疾病医療費助成制度におけるオンライン資格確認

のための医療機関システム改修支援事業費補助金実績報告書（第８号様式）に、次に掲げ

る書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助金精算額調書（別紙様式４） 

⑵ 事業実績報告書（別紙様式５） 

⑶ 支出証拠書類（契約書、納品書、領収書の写し等） 

⑷ 領収書内訳書（別紙様式６） 

⑸ システム改修事業者向け補助金申請チェックシート（別紙様式７） 

⑹ その他、参考となる書類で市長が必要と認めたもの 

２ 前項の規定による実績報告書の提出は、令和７年３月２１日までに行うものとする。 

３ 申請者は、第１項の実績報告を行うにあたり補助金に係る消費税等仕入控除税額が明

らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

（補助金額の確定） 



第１２ 市長は、第１１の規定による実績報告書の提出があったときは、交付決定の内容及

びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、甲府市小児慢性特定疾病医療費助成制度におけるオン

ライン資格確認のための医療機関システム改修支援事業費補助金交付額通知書（第９号

様式）により申請者に通知する。 

（交付方法） 

第１３ 補助金の交付は精算払とし、補助金額の確定後に交付する。 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１４ 補助金の交付を受けた者は、実績報告後に消費税及び地方消費税の申告によりこ

の補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、甲府市小児慢性特定疾病医療

費助成制度におけるオンライン資格確認のための医療機関システム改修支援事業費補助

金に係る消費税仕入控除税額報告書（第１０号様式）により速やかに市長に報告しなけれ

ばならない。ただし、当該消費税仕入控除税額を減額して実績報告を行った場合はこの限

りではない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合で、既に補助金を支払っているときは、当該消費税等

仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

（決定の取消） 

第１５ 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

⑴ 偽りのほか不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

⑵ 補助金を第３に定める経費以外の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付決定内容その他この要綱に違反したとき。 

（その他） 

第１６ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年１２月１８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３関係） 

１ 区分 ２ 補助基準額 ３ 補助対象経費 ４ 補助率 

病院 １医療機関あたり 

３００，０００円 

小児慢性特定疾病医療費助成制度に

おけるオンライン資格確認のための

医療機関が行うシステム改修に必要

な需用費、役務費、委託料、使用料及

び賃借料、備品購入費 

１０分の１０ 

診療所 １医療機関あたり 

６０，０００円 

薬局 
１医療機関あたり 

６０，０００円 

 

 


